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２ 単身世帯及び総世帯の家計収支 

 

単身世帯及び総世帯の家計収支の見方は，基本的には二人以上の世帯の

家計収支と同じですので，「１ 二人以上の世帯の家計収支」を参照してくださ

い。以下では，単身世帯及び総世帯に特有な点を記しています。 

 

１）単身世帯の家計収支の見方 

二人以上の世帯の結果は，毎月約

８，０００世帯を調査していることから,毎

月公表していますが,単身世帯の結果は，調査世帯数が毎月約７５０世帯と少

ないため，四半期ごとに公表しています。 

単身世帯といっても，若年と高齢，男性と女性で消費行動が大きく異なりま

す。単身世帯の世帯分布をみると，男女が約半々となっており，男女を併せた

６０歳以上の高齢単身者は単身世帯の約４割を占めており，世帯分布の状況

を把握した上で利用することが大切です。 

図  単身世帯の男女，年齢階級別世帯数構成比 

（平成１６年平均 全国・全世帯） 

四半期ごとに結果を公表 

注）比推定後の世帯分布 

男性  35歳未満

16.8%

男性  35～59歳

19.2%

 男性
60歳以上

12.2%

女性  60歳以上

30.8%

女性  35～59歳

10.6%

女性  35歳未満

10.4%
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単身世帯の家計収支は，平成１３年以前の結果も単身世帯収支調査結果と

して公表されていますが，現在の単身世帯の結果と比較できるのは，１２年以

降の結果です。単身世帯収支調査が開始された平成７年から１１年までは，農

林漁家世帯と大規模な寮・寄宿舎に住む単身世帯が調査されていなかったた

め，利用に当たっては注意が必要です。 

また，平成１２年以降公表している四半期結果と年平均結果は，推計方法が

異なるため，単純に四半期結果を合算しても年平均結果と一致しない点に注

意が必要です（付録２及び４参照）。 

単身世帯の家計収支の特徴は，二人以上の世帯と比較して，支出面では，

外食費の割合が高いこと，借家率が高いため住居費の割合が高くなること，学

生の単身者は調査対象となっていないため教育費がほとんどないことなどが

挙げられます。収入面では，本人のみの収入で世帯員収入がないため，世帯

全体の収入は少なくなっています。 

このような点にも注意して結果をみる必要があります。 
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単身世帯 二人以上 総世帯

(万円)

世帯主以外の
勤め先収入

他の経常収入

事業・内職収入
及び農林漁業収入

世帯主の
勤め先収入

特別収入

（341,374円）

（531,690円）

(482,490円)

10

20

30

40

50

60

0

他の
経常収入

勤め先収入
(329,291円)

（436,349円）

（408,631円）

特別収入

（農林漁家世帯を含む）

図  １世帯当たり１か月間の費目別消費支出の内訳 

（平成１６年平均 全国・全世帯） 

 

図  １世帯当たり１か月間の実収入の内訳 

（平成１６年平均 全国・勤労者世帯） 

単身世帯 二人以上 総世帯

(万円)
40

30

20

10

0
食料

住居

光熱・水道

家具・家事用品

保健医療

教養娯楽

その他の消費支出

被服及び履物

交通・通信

教育（174,318円）

（302,975円）

（267,779円）

（農林漁家世帯を含む）
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結果表の種類 

単身世帯であることや調査世帯数の制約などによる，二人以上の世帯の結

果表との主な違いは以下のとおりです（付録９及び１０参照）。 

・ 単身世帯は男女や年齢によって消費行動が異なると考えられることから，

男女年齢階級別の結果表を作成しています。なお，年齢階級は３５歳未満，

３５～５９歳及び６０歳以上の３区分を基本としています。 

・ 地方区分は，二人以上の世帯における１０地方を，北海道・東北，関東，

東海・北陸，近畿，中国・四国及び九州・沖縄の６地方にまとめています。 

・ 単身世帯は本人一人であるため，世帯員の構成に関連する結果表はあり

ません。 

・ 収支項目分類では，寮・寄宿舎などが調査対象となっていることから，賄

い費を集計しています。 

なお，単身世帯については，主として，報告者負担の軽減の観点から家計

簿による数量の調査や貯蓄等調査票による調査を行っていません。その他，

調査世帯数の制約から詳細な区分の結果表は作成していません。 



 

36

２）総世帯の家計収支の見方 

総世帯の結果は，単身世帯と二人以

上の世帯(農林漁家世帯を含む)，つま

り家計調査で調査されたすべての世帯

を対象に集計した結果であり，我が国の

ほぼすべての家計の状況を反映したものになっています。 

労働力調査の結果から得られる世帯数分布を基準とした比推定により，単身

世帯及び二人以上の世帯を加重平均し，算出しています（付録２参照）。 

 

総世帯の結果は，単身世帯を含んだ

結果となっているため，単身世帯の公表

と同時期に総世帯の結果を公表しています。 

総世帯の結果は，平成１２年から四半期ごとに公表しており，世帯主の基本

的属性による用途分類，品目分類及び世帯分布を集計しています。 

総世帯の結果は，単身世帯の割合が拡大し，二人以上の世帯の世帯人員

が減少傾向にあることから，１世帯当たりの結果とともに，１人当たりの結果も見

る必要があります。 

 

結果表の種類 

総世帯の結果表は，単身世帯と二人以上の世帯(農林漁家世帯を含む)を

統合した結果となることから，以下のような特徴があります（付録９参照）。 

・ 世帯人員別結果では，世帯人員が１人の世帯には単身世帯の結果が，２

人，３人，４人，５人及び６人以上の世帯には二人以上の世帯(農林漁家世

帯を含む)の結果が表章されています。 

・ 年間収入五分位階級又は十分位階級の結果は，家計調査のすべての対

象世帯（単身世帯と二人以上の世帯(農林漁家世帯を含む)）を年間収入の

総世帯の結果は我が国のほぼ

すべての家計の状況を反映して

います 

四半期ごとに結果を公表 
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低い方から高い方へ並べ５等分又は１０等分したものであることから，単身

世帯及び二人以上の世帯(農林漁家世帯を含む)の五分位階級又は十分

位階級の各々の区分に含まれている世帯とは異なります。 

・ 単身世帯については，家計簿による数量の調査や貯蓄等調査票による

調査を行っていないため，総世帯についても数量に関する結果や貯蓄・負

債編の結果はありません。 

 


